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社会教育行政機関と NPOとの共催事業

における行政職員の構えに関する研究

1 .問題の所在と研究の課題・方法

近年，社会教育行政機関・施設(以下，社会

教育行政機関と略すつは，行政サービスに対す

るニーズの多様化や経費の削減といった課題に

対応していくために， NPO(なお，本稿では，

NPOを， rNPO法人Jと記さない限り，特定

非営利活動法人格をもっ非営利の市民組織のみ

ならず，任意の市民活動団体・ク、、ノレーフoを含め

た総称として用いる)と連携しはじめている。

例えば，文部科学省は，平成 14年度と 15年度

に「地域NPOとの連携による地域学習活動活

性化支援事業j を進めている。具体的には，ま

ちづくり，家庭教育，男女共同参画，高齢者教

育，環境などの学習において，それぞれの分野

で活動しているNPOと連携した事業が推進さ

れた。これを受け，都道府県，市町村では，社

会教育行政機関によるNPOとの事業連携が活

発に行われはじめている。

社会教育行政機関は，これまでに，狭い意味

でのNPO法人に限らず，広い意味でのNPO

にあたる社会教育関係団体や市民の学習・文化

グループ。と関わり合いを持ってきている。例え

ば，団体活動に対する指導・助言や公的補助金

などを通じて，社会教育行政機関は団体支援を

行ってきている。また，公民館まつりや市民祭

りなどのイベント企画や講座・講演会の企画に

おいて，団体から協力を得てきている。こうし

たことを考慮すれば，社会教育行政機関は以前

から，幅広く NPOと関係があったとみること

ができる。その意味で，またNPOとの事業連

携が活発してきていることも踏まえ，改めて社
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会教育行政機関と NPOとの関係を取り上げ検

討していくことは意義のあることであろう。

ところで，社会教育行政機関と NPOとのこ

れまでの関係は，指導・助言，研修，補助金の

交付などの包体支援を通じて，行政機関が団体

を教え導くような関係で、あった(手打 2005)0 

しかし， NPOとの事業連携が活発化している

現在，社会教育行政機関ではNPOとの間に，

これまでの教え導くような関係とは異なる関係

を築くことが求められている。つまり，社会教

育行政機関では，事業連携の活発化により， N

POとどのような関係を築いていくかが新たに

模索されはじめており， NPOとの関係の在り

方が重要な課題になってきている。

加えて言えば，事業連携が活発化するのに伴

い，社会教育行政機関と NPOとの連携に関し

て，次のような問題が生じている。事業連携の

際に，社会教育行政機関が連携相手であるNP

Oに事業のすべてを任せていく，いわゆる事業

の「外注Jという状況が少なからず起きている

という(石井山 2006)。こうした社会教育行政

機関と NPOとの事業連携は，行政機関がNP

Oに依存してし、く関係を築くことになり，その

意味で，事業連携の進め方が問われてきている

(福嶋 2003，石井山 2006)。つまり，社会教育

行政機関と NPOとの関係の在り方を考える上

で3 行政機関の事業連携の進め方が問題の焦点

になってきている。

そこで，本稿では，社会教育行政機関と NP

Oとの関係の在り方を探るために，事業連携を

敢り上げ，事業連携における行政機関の進め方

に着目していくことにする。

ところで， NPOとの事業連携には，委託と
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共催がある。 NPOへの委託(I)は，行政機関

が担当すべきサービスの一部をNPOfこ契約に

より委ねることである。「事業を委ねるjという

点で，委託は，社会教育行政機関がNPOに依

存してし 1く関係をっくり出す可能性を含んでい

る(2)。それに対して， NPOとの共催(3)は，理

念的にいえば，行政機関とNPOの両方ともが

事業の主催者の立場となり 共向でひとつの事

業を行うことである。言い換えれば，共催は職

員と NPOがそれぞれの特性を活かして，共に

事業に関わることである。この点で，共催は社

会教育行政機関と NPOとの間に，これまでに

築いてきたような社会教育行政機関がNPOを

教え導く関係ではなく，また， NPOに依存し

ていく関係でもない，新たな関係、を築く契機に

なると忠われる。このことを踏まえれば，社会

教育行政機関と NPOとの新たな関係を探るた

めには， NPOとの共催事業を取り上げること

の方が適しているといえよう。

なおp 共催事業に限らず，社会教育行政機関

とNPOとの事業連携に関して論じた既存の研

究には，条例や指針などの分析を通じて，事業

連携の在り方を理念レベノレで、論じたものの他に

(山崎 2004)，現状を踏まえながら論じたもの

がある。社会教育行政機関と NPOとの事業連

携の現状に関しては， NPOの側から論じたも

の(生涯学習NPO研究会 1999，福嶋 2003，佐

藤2004)と行政側から論じたもの(笹井 2003，

手打 2005)がある。このうち，行政側から論じ

たものは，社会教育行政の機関・施設に対して

調査し，組織レベノレで、の事業連携の現状を明ら

かにしている。

ただ，社会教育行政機関と NPOとの関係、の

在り方を探るために，現状を踏まえつつ，行政

によるNPOとの共催事業の進め方を論じてい

くのであれば，社会教育行政の機関や施設を対

象にした組織レベルに着自するのではなく，共

催事業を担当している社会教育行政機関の関係

職員(以下，職員とのみ記す)に着目する必要

があろう。 NPOと直接関わり，具体的に事業

を進めているのは個々の職員である。その職員

が共催事業の際に， NPOとどのように関わっ

ているのかが，関係の在り方を探る上で重要な

検討課題になると考える。そこで¥職員に着目

してNPOとの共催事業の現状を検討していく

こと lこする。

NPOとの共催事業の現状を検討する際の重

要な課題は，共催事業を進める擦の職員の構え

である。具体的にいえば，それは，共催事業を

進める際に，職員がNPOとどのような関わり

を持とうとしているかということである。共催

事業を進める際のそうした職員の構えはp 結果

的に，その職員と NPOとの間に，ある特定の

関係を築くことになると思われる。そして，そ

のことは，ひいては，社会教育行政機関と NP

Oとの関係を方向づけることになるであろう。

この点で，共催事業を進める際の職員の構えは

重要な検討課題になると考える。

また，共催事業を通じて社会教育行政機関と

NPOとの間に新たな関係の在り方が築かれる

とするならば，その関係を築くことにつながる

職員の構えがどのように形成されるかがp 次な

る検討課題となるであろう。その際，重要にな

るのは，共催事業の効果に関する職員の考えと，

職員のNPOとの日頃の関わり合いを明らかに

していくことであり，その上で，どのような考

え方や関わり方が職員の構えに強く関連してい

るかを探ることである。というのは，共催事業

の効果に対する考えや臼演の関わりあいが共催

事業を進める際の職員の構えを形づくる基にな

っていると考えるからである。

本稿での課題を整理すると，社会教育行政機

関と NPOとの新たな関係の在り方を探るため

に，第一に，共催事業を進める際の職員の構え

を明らかにすることである。その上で，社会教

育行政機関と NPOとの間に新たな関係を築く

契機になりうる職員の構えを抽出する。第二に，

共催事業の効果に対する職員の考えと，職員の

NPOとの日常的な関わり合いを明らかにして

いくことである。第三に，共催事業を進めてい

くなかで，社会教育行政機関と NPOとの間に

新たな関係を築く可能性がある職員の構えを取

り上げ，どのような職員がそうした構えで共催

事業を進めていくのかを明らかにしていくこと
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である。その際，共催事業の効果に対する考え

方やお頃のNPOへの関わり方との関連性から

明らかにする。

上記の研究課題を明らかにするために，本稿

では，社会教育行政機関の職員を対象に事業委

託・共催事業に関して尋ねた質問紙諦査のデー

タを用いる (4)。調査の概要は以下の通りである。

*調査票配布対象:過去 3年以内に，事業委

託または共催事業を実施した 138市及び東

京 23区(以下，市(区)と記す)の教育委

員会社会教育課または生涯学習課(以下，

教育委員会と記す)及び当該教育委員会所

管する社会教育施設の職員， 1416名。

(関東圏の市(区)及び，平成 15年7月-----8

月にかけて実施した読査で「事業委託J・「共

催事業Jを具体的に記入した関東間以外の市，

合わせて 399市(区)の教育委員会を対象に，

委託・共催事業の実施状況に関する第 1次調

(平成 17年 1月実施)を実施。その結果を

もとに，過去 3年以内に委託事業または共催

事業を実施している市(区)を選定し，各教

育委員会・社会教育施設ごとに 2名の職員に

回答を依頼)。

* 有効回答票数:399票(有効回収率:27.8%)

*調査の方法:郵送法

*調査の期間:平成 17年2月中旬'"'-'3月上旬。

このうち，本稿で取り上げる分析の対象者は

共催事業を担当したことがある職員， 141人で

ある。分析対象者の属性は表 1に示す通りであ

る。

分析対象者の性別では男性が 85人，女性が

53人であり，男性がやや多い。年齢構成を人数

の多いJI煩からみると， 40代が 49人， 50代が 42

人， 30代が 33人である。織員の年齢はやや高

めといえる。

社会教育行政職での通算勤務年数をみると，

r 5年未満Jのi職員が 52人と，一番多く，次い

で r5年以上 10年未満Jの 36人である。共催

事業を担当したことがある人は全体として，社

会教育行政職の経験年数はそれほど長くないよ

うである。勤務先では，公民館が最も多く， 64 

人であり，次いで教育委員会の 33人，図書;館の

30人である。また，役職に関しては f管理的な

職」に相当するi職員が 38人，専門職lこ相当する

i隊員が 29人である (5)。

2. 共催事業を進める擦の職員の構え

社会教育行政機関と NPOとの関係の在り方

を探る上で鍵となるのは，共催事業を進める際

の職員の構えである。というのは，共催事業を

進める際に，職員iJ¥NP 0にどのように関わっ

ていくかが，結果的に，社会教育行政機関と N

POとの間にある特定の関係を形づくることに

なると考えられるためである。

そこで，共催事業を進める際の職員の構えを

明らかにし，共催事業を進めるときにみられる

職員の構えがNPOとの間にどのような関係を

築くことになるのかを探ることにする。具体的

表1.分析対象者の麗性(除141)

人数 I 1¥'一セント 人数 ! ハ。一セント
ート男性 85 1 60.3 15年未満 52 1 36.9 

日医ti----------r一一芯---r-37~6一一|勤 lら五日程芸富士一五一~I~j~~~~~~~
r;;~;;，:;.--------t 十 一i続ト一一一一一一…十 十
無匝答 1 2..1 I ';';-110年以上15年未満 18 I 12.8 

怨j竺主土.一一.一一.圃一一.
3犯01代吃 ね3 1 23.4 I i無岳答 3.5 

年 140代 49 I 34.8 I 教育委員会 33 I 23.4 
齢 r5'Õ{ぞ一一----l… 42一一r-29~8一一l 翌;;妄語一一一一一一r---6-4----r--45~4---

吋---圃一--剛一一_.齢---一-_.働..柵.._--.目町戸.一.一一…剛働一----一.圃---一.一喝申.一.蜘.胴剛.綱柵.…--一---胴_.輔.胴闘.鞠一----
2曾01竺主E巴;二主主t一一___.1一一幽一主乙-一一_1.
無回答 4 1 2.8 It博導物舘 14 9.9 

管理的な職 38 1 27.0 

役 i専門職 29 I 20.6 
職 iそれ以外 66 I 46.8 

無回答 8 5.7 
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には，共催事業担当経験がある職員が実際に共

催事業を進めてし 1く過程で， NPOとの関わり

合いに関してどのようなことを心がけたのかを

検討してし、く。その上で，そうした職員の心が

けの背後にみられる職員の構えには，どのよう

なものがあるのかを把躍していくことにする。

表 2に示したのは， rN POと共催事業を進め

るi探の職員の心がけj の単純集計結果を示した

ものである。簡単に触れておくと， NPOと共

催事業を進める際に職員が心がけたことは共

催の内容を企画するi探に，共催先の団体と話し

合う機会を多く持つJ(87.9%)， r事業の実施中

は，挨拶や雑談をするなど，頻繁にコミュニケ

ーションをとるJ(82.3%にf事業の運営や具体

的な内容の企画に関して，共催先の団体と話し

合いながら一緒に進めるJ(82. 3%)である。つ

まり，共催事業担当経験がある職員は，共催相

手の団体と，コミュニケーションを頻繁にとり

ながら，事業を進めていこうとしていたことが

わかる。

それでは，上記のような職員の心がけの背後

にある p 共催事業を進める際の職員の構えに関

する基軸をみていくことにする。表 3は共催

事業の進めるi擦の職員の心がけJを尋ねた 8項

表2.NPOと共催事業を進める瞭の職員の心がけCN=141.単位%)

とてもあて まああては あまりあて まったくあて
無回答

はまる まる はまらない はまらない

共催の内容を企関する擦に、共催先の間体と話し合う機会
31.2 56.7 10.6 0.7 0.7 

を多くもつようにした。

事業の実施中は、挨踏や雑談をするなど、頻繁にコミユー
27.0 56，0 14.9 1.4 0.7 

ケーションをとるようにした。

喜事業の運営や具体的な内容の企画に関して、共催先の由
29.8 52.5 12.8 4.3 0.7 

{本と話し合いながら一緒に進めていくようにした。

共催が終わった後に、共催先の団体と一緒L事業評髄や
27.7 44.7 22.0 5.0 0.7 

皮省会を行うようにした。

務業の運営や具体的な内容の企画に関しては、共催先の
16.3 51.1 23.4 7.1 2.1 

団体に任せるようにした。

共催の内容の企画は、共催先の団体に桂せるようにした。 16.3 41.8 31.9 7.8 2.1 

あなたや他の職員と共催先の団体が、お互いのやり方が学
8.5 33.3 46.8 10.6 0.7 

べるような機会をつくるようにした。

率業の実施前や実施中に、共催する事業の内容L閉して、
9.2 30.5 44.7 13.5 2.1 

共催先の団体と一緒に学ぶ機会をつくるようにした。

表3.共催事業を進める懸の織員の構えの基軸(医子分析結果/N=141)
第1因子 | 第2因子

棺互理解の重 INPOの力の重
視 i視

あなたや他の職員と共催先の団体が、お互いのやり方が学べ
0.734 -0.111 

るような機会をつくるようにした。

事業の実施前や実施中に、共催する事業の内容に関して、共
0.720 -0.132 

催先の団体と一緒iこ学ぶ機会をつくるようにした。 I ι i 

共催の内容を企留する擦に、共催先の団体と話し合う機会を多
0.712 -0.094 

くもつようにした。

事業の運営や具体的な内容の企画に慣して、共催先の団体と
0.677 “ 0.137 

話し合いながら一緒に進めていくようにした。

共催が終わった後に、共催先の団体と一緒に事業評髄や反省 0.651 引 72
会を行うよう{こした。

事業の実施中は、挨踏や雑談をするなど、顔繁にコミュニケー
0.613 -0.009 

ションをとるようにした。

共催の内容の企詔は、共催先の団体に怪せるようにした。 -0.138 0.898 

事業の運営や具体的な内容の企画に関しては、共催先の国体I-0叩 0.672 
に任せるようにした。

寄与率(%)

注)主因子法/パリマックス回転

35.6 16.8 
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自に対する回答の因子分析を行った結果である。

その結果，共催事業を進める際の職員の構えが

2つの基軸からなっていることが示された。

各国子を構成する項畏から，その基軸を掴ん

でおくと，第 1の基軸は相互理解の重視jで

ある。因子負荷量が高い項目として職員の共

催先の毘体が，お互いのやり方が学べるような

機会をつくるようにしたJ，r共催する事業の内

容に関して，共催先の団体と一緒に学ぶ機会を

つくるようにしたJ，r共催内容を企画する!探lこ，

共催先の団体と話し合う機会を多く持つように

したム「事業の運営や具体的な内容の企画に関

して，共催先の団体と話し合いながら一緒に進

めるようにしたj などである。この基軸は，対

話や学び合いを通じて，お互いのやり方を理解

していくことを重視しながら，職員が共催事業

に取り組んでいたことを表しているといえる。

つまり，共催事業を進める際に， NPOとの相

互理解を重視していく職員の構えである。

第2の基軸は， rNPOの力の重視j である。

この基軸を構成している項目は事業の実施中

は，企画や運営に関して，共催先の団体に任せ，

できるだけ口をはさまないようにしたJ， r共催

内容の企腐は，できるだけ共催先の団体に任せ

るようにした」である。これらの項告には， N

POの力を重視し，企画や運営に関して，でき

るだけNPOに任せようとする職員の姿勢が表

れているといえる。つまり，この基軸は，共催

事業を進める際に， NPOの力を重視していく

職員の構えである。

以上のように，共催事業を進める際の職員の

構えとして 2つの基軸に整理ができた。ひと

つは， NPOとの相互理解を重視する構えであ

り，もうひとつは， NPOの力を重視する構え

である。それでは，共催事業を進める際の，こ

うした職員の構えは，社会教育行政機関と NP

Oとの間に，どのような関係を築いていくこと

になるのであろうか。

共催事業を進めるなかで，職員がNPOとの

棺互短解を重視していくことは，社会教育行政

機関と NPOとが相互理解と信頼に基づき対等

な関係を築くことにつながると推察される。「相

互理解の重視j は，職員がNPOとの対話を通

じながら両者のやり方や考えを理解し，尊重し

ていくことであり，その点で，互いに信頼を培

うことが可能で、あろうし，そこで築かれる関係

は対等なものとなるであろう。それに対して，

共催事業を進める!擦に， NPOのカを重視して

し1く職員の構えは，社会教育行政機関がNPO

に依存してし 1く関係を築く可能性がある。職員

が自身の力量;不足からNPOに事業を任せよう

としていくならば，自らの力量を高める機会を

失い，結果的に事業の実施を絶えずNPOに頼

ることになるであろう。

このように推察していくと，共催事業を進め

る際のi職員の構えのうち， NPOとの相互理解

を重視する構えが社会教育行政機関と NPOと

の間に新たな関係を築く可能性があるといえる。

その意味で，共催事業では， 11被員がNPOの力

を重視していくよりも， NPOと対話をしなが

ら，お互いに理解し合おうとする構えの方がよ

り重要になるといえよう。

そうであるならば，次に課題となってくるの

は，この相互理解を重視するi隊員の構えがどの

ように形成されるかであろう。以下では，この

ことを， どのような職員がNPOとの相互理解

を重視して共催事業を実施するのか，相互理解

を重視しながら実際に共催事業を進めた職員の

背景を探ることを通じて，明らかにしていくこ

とにする。

3.共催事業を進める僚の職員の構えの基に

なるもの

上記のことを明らかにするために，まずは，

共催事業を進める際の職員の構えに強く関連す

ると考えられる，共催事業の効果に対する職員

の考えと，職員のNPOとの日常的な関わり合

いを取り上げ，その考え方や関わり方にはどの

ようなものがあるのかを明らかにしていくこと

にする。具体的には，共催事業を担当したこと

がある職員が共催事業の効果をどのように考え

ているのか，また， NPOと日常的にどのよう

に関わり合っているのかを検討してし、く。
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3-1. NPOとの共催事業の効果に対する職

員の考え方

共催事業の効果に対する職員の考えを取り上

げるのは，職員が事業の目的だけではなく，共

催で行うことによる効果も考慮、して， NPOと

の共催事業を進めていくと考えるからである。

例えば，職員が共催事業を通じて， NPOの力

をつけていくことができると考えていれば，職

員は事業のやり方を団体にできるだけ伝えよう

とする構えで共催事業を進めていくと考えられ

る。また，共催事業を通じて，業務の負担を減

らすことができると職員が考えていれば，職員

は，共催事業を進めるときに，団体にできるだ

け企画や運営を任せていこうとすると患われる。

つまり，共催事業の効果に対する職員の考え方

は，実際に共催事業を進める際のJ隊員の構えに

影響してくるのではないだろうか。

そこで，共催事業担当経験がある織員が共催

事業の効果をどのように考えているのかについ

て簡単に触れ，そうした職員の考えの背後にあ

る共催事業の効果に対する考え方の基軸を把握

していくことにする。

表4'こは，共催事業担当経験がある職員に，

共催事業の効果に対する考えを尋ねたものの単

純集計結果を示した。 NPOとの共催事業の効

果として「そう思う J(fとてもそう思う」と「ま

あそう思う j の合計)と回答している割合が8

割前後の項目に着目すると，次の4つの項目が

並んで、くる。それらは地域づくりにつなげら

れるJ(83. 7%)， r N P 0や市民団体の力を高め

ることができるJ(83.0%にf新しい事業やサー

ビスを創り出すことができるJ(82. 3%)， r行政

サーピスが行き届かない分野のサーピスが補完

されるJ(77.3%)である。ここから，多くの職

員がNPOと共催することで，これまでよりも

サービスを多様化していくことができると考え

ていることが窺える。また，職員は， NPOと

共催をすることで， NPOが力をつけ，それに

より地域が活性化すると考えているようである。

次に，共催事業の効果に対する職員の考え方

の基軸を把握していくことにする。これを把握

するために， rNPOとの共催事業の帰結に対す

る職員の考えj に関する項呂の因子分析を行っ

た。結果を見ると(表 5)，共催事業の効果に対

する考え方は3つの基軸に整理されることがわ

カミる。

第 1の基軸はエンパワーメント効果」があ

るという考え方である。因子負荷量の高い項目

には， r市民に行政の方針ややり方を理解しても

らうことができるム「地域づくりにつなげられ

るム「職員が企画の立て方や運営のやり方を学

ぶことができるJ，r職員のサービス提供に対す

る意識が向上するJ，rN P 0や市民団体の力を

高めることができるj が並んでいる。これらの

項目は， NPOと共催事業を実施することで，

NPOと職員が地域の活性化のための力量を高

めることができると，職員が考えていることを

示しているといえる。

表4.NPOとの共催事業の劫巣に対する職員の考えCN=141.単位汚も)

とてもそう まあそう思 どちらとも あまりそう まったくそう
無回答

思う つ いえない 思わない 思わない

地域づくりにつなげられる。 34.8 48.9 11.3 2.1 0.7 2.1 

NPOや市民団体のカを高めることができる。 19.1 63.8 14.9 0.7 0.0 1.4 

新しい率業やサービスを創り出すことができる。 22.0 60.3 11.3 2.1 0.0 4.3 

行政サービスが行きとどかない分野のサービスが補
14.9 62.4 17.7 1.4 0.0 3.5 

完されるo

行政サービスの躍をより高めることができる。 11.3 62.4 19.9 2.8 0.0 3.5 

市民の声を今まで以上に反映させることができる。 15.6 /57.4 20.6 2.8 0.0 3.5 

市民に行政の方針ややり方を理解してもらうことがで
9.2 56.7 26.2 6.4 0.0 1.4 

きる。

職員のサービス提供に対する意識が向上する。 6.4 56.7 27β 7.8 0.0 2.1 

職員が企画の立て方や運営のやり方を学ぶことがで
9.2 42.6 34.0 12.8 0.0 1.4 

きる。

費用対効果を高めることができる。 7.8 35.5 43.3 7.8 1.4 4.3 

財政負担の軽減をはかることができる。 10.6 29.8 44.0 9.9 2.1 3.5 

これまでよりも仕事の効率が高まる。 6.4 27.0 56.0 8.5 0.0 2.1 
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表5.共催事業の効果に対する職員の考え方の基軸(因子分析結果/N=141)
第1悶子 i 第2因子 i 第3国子

ヱンパワーメiサービス向 l経費の削減
ント効果 l上の効果 l効果

市民に行政の方針ややり方を理解してもらうことができる。 0.744 0.141 -0.055 

地域づくりにつなげられる。 0.620 0.143 0.240 

職員が企画の立て方や運営のやり方を学ぶことができる。 0.593 0.205 0.085 

職員のサービス提供に対する意識が向上する。 0.585 0.301 0.128 

NPOや市畏毘体のカを高めることができる。 0.532 0.344 0.169 

サービスの震をより高めることができる。 0.248 0.654 0.160 

行政サービスが行きとどかない分野のサービスが補完される。 0.080 0.624 0，142 

新しい事業やサービスを創り出すことができる。 0.274 0.610 0.134 

市畏の声を今まで以上に反映させることができる。 Q428 Q603 Q078 

これまでよりも仕事の効率が高まる。 0.238 0.332 0.271 

財政負担の軽減をはかることができる。 0.061 0.214 0.889 

費用対効果を高めることができる。 0.151 0.147 0.778 

寄与率(%) 19.4 16.8 13.8 

注)主包子法/パ1)マックス毘転

第 2の基軸は， NPOとの共催事業が「サー

ビス向上効果Jをもたらすという考え方である。

「サービスの質を高めることができるJ，r行政

サービスが行き届かない分野のサーピスが補完

されるJ，r新しい事業やサービスを創り出すこ

とができるJ，r市民の声をこれまで以上に反映

させることができるj といった項目が因子負荷

量の高いものとして並んでいる。ここから，共

催事業の効果に対する職員の考え方には，共催

事業はサービスの向上につながるという考え方

があることが窺える。

第 3の基軸は，共催事業を行うことが「経費

の削減効果Jになるという考え方である。因子

負荷量の高い項自は， r費用対効果を高めること

ができる汀財政負担の軽減をはかることができ

るj である。これらの項目は，共催事業を行う

ことで，事業の経費が少なくてすむとしづ職員

の考え方を示しているであろう。

以上のように，共催事業の効果に対する職員

の考え方は， 3つの基軸に整理された。ここか

ら， NPOとの共催で事業を行うことが，職員

とNPOの両者をエンパワーメントしていくと

いう考え方，市民の声を反映させてサーピスの

質を高めたり，サービスの幅を広げたりとサー

ピスを向上させるという考え方，そして経費

の削減j をもたらすという考え方の， 3つの考

え方を職員が持ちうることがわかった。そして，

職員はこれらの考え方を持ちつつ，実際にNP

Oとの共催事業を進めていくと忠われるO

3 -2.職員のNPOとの日常的な関わり合い

職員のNPOとの日常的な関わり合いを取り

上げるのは，共催事業がそうした関わり合いの

上に成り立っていると考えるためで、ある。共催

事業は，職員の日々の業務と切り離されて実施

されていくわけで、はない。職員は社会教育とい

う仕事柄， 日々，様々な形でNPOと関わり合

いながら P 業務を進めている。そうした関わり

合いのひとつが共催事業で、ある。言い換えれば，

職員と NPOとの日頃の関わり合いの延長に，

共催事業が実施されているということになる。

それゆえ， NPOとの E常的な関わり合いが，

共催事業を進める際の職員の構えに影響を与え

ていくと考える。

そこで，今度は，共催事業を担当したことが

ある職員が， 日々の業務のなかで， NPOにど

のように関わっているのかを検討していくこと

にする。その上で，そうした職員の日常的な関

わり合いの背後にどのような基軸があるのかを

みてし 1く。

「職員のNPOとの日常的な関わり合It¥Jを

尋ねた単純集計結果は表 6の通りである。この

結果をみるとあてはまるJUとてもあてはま

るJと「まああてはまる」の合計)と回答する

割合の上位 3つの項目は， r担当している事業や

講座の企画をするときに， NPOに相談したり

Q
d
 

p
h
U
 



表6.韓員のNPOとの日常的な関わり合い(N=141，単位:%)

とても まあ あまり まったく
あてはま あてはま あてはま あてはま 無呂答
る る らない らない

あなたが担当している事業や講座の内容を企闘するときに、団体に相殺し
27.7 56.0 12.1 2.8 1.4 たり協力してもらったりしている。

雑観など、包ごろから気軽に毘体のメンバーに話しかけている。 26.2 54.6 16.3 2.1 0.7 

{可か密っすこ」とがあるときに格設できる団体のメンバーがいる。 26.2 48.2 19.9 4.3 1.4 

あなたが担当している率業や講座などを行うときに、団体のメンバーに譜
26.2 46.1 14.9 11.3 1.4 師や指導者になってもらっている。

団体からあなたに、共埠率業の企画を提案・格設されることがある。 26.2 44.0 24.1 4.3 1.4 

団体の活動や運営に関して、穏践を受けたり、助言を行ったりしている。 18.4 46.8 20.6 13.5 0.7 

あなたg身と団体との間で、お互いの率業や活動に関する情報の交換を
22.0 43.3 27.7 6.4 0.7 

fjっている。

館(諜)のイベントを行う際に、その実行委員会に入ってもらえるように、多
19.9 37.6 25.5 14.2 2.8 

くの団体に誘いをかけている。

団体の立ち上げを手伝っている。 17.0 31.2 20.6 29.1 2.1 

自体の活動や運営のカ盆が向上できるように、毘体に対して積極的に、
17.7 29.8 36.2 14.9 1.4 

研修の情報を伝えたり、担体のために研修機会をつくったりしている。

団体同士のネットワークをつくるために、お互いの毘体を引き合わせたり、
10.6 31.2 31.9 25.5 0.7 

交流できる機会をつくったりしている。

舘の施設利用や管理・運営に関する話し合いに参加してもらえるよう、多く
11.3 25.5 39.7 19.9 3.5 

の自体に積極的に芦をかけている。

雑用などちょっとした仕事を手伝ってもらう。 9.9 23.4 36.9 27.0 2.8 

団体に対して率業費補助のための申請の手続きの手伝いをしている。 7.1 20.6 22.0 49.6 0.7 

国体が主催する講産や講演会で、あなた自身が講師になる」とがある。 3.5 9.9 29.8 56.0 0.7 

協力してもらっているJ(83.7%)， r団体のメン

バーと!ヨ頃から雑談など，話しかけている」

(80.9%に「何か国ったことがあるときに相談

できる団体のメンバーがいるJ(74. 5%)である。

共催事業担当経験がある職員は自常的に， NP 

Oのメンバーによく話しかけ，相談にのっても

らっているようである。ここから，共催事業担

当の経験がある!職員の多くが日頃から，自らの

業務を団体によく支えてもらっていることが窺

える。

なお，付ー言しておくと，共催事業を担当した

ことがある職員のうち団体から共催事業の企

画を提案・相談されることがある」という項自

に「あてはまるJと回答している職員は，約 7

警IJである。このことから，共催事業の多くが，

i隊員が団体に企画をもちかけることよりも，団

体から企画の提案や招談を受けることでF 実施

されていると推察される。そして，先に明らか

になったことを踏まえれば，共催事業担当経験

がある職員は， NPOと日常的によく話をする

中で，団体から共催事業の企画の提案や相談を

受けるに至っていると患われる。つまり，職員

は共催事業の企画を提案されるほどに団体との

間に親しい関わり合いを築いているのではない

だろうか。

これらのことを鑑みると，共催事業は，職員

のNPOとの日常的な関わり合いの上に成り立

っていることが確認できょう。そうであるとす

るならば，職員のNPOとの日頃の関わり方は，

共催事業を進める際の職員の構えの基になると

考えられる。そこで，次に， 自頃の関わり方と

してどのようなものがあるのかを， NPOとの

日常的な関わり合いの背後にある基軸から把握

していくことにする。表 7は 職 員 のNPOと

の日常的な関わり合しリを尋ねた項目に隠して

因子分析を行った結果である。その結果は，以

下の通りである。

第 1の基軸は団体への働きかけJという関

わり方である。因子負荷量の高いものから)1頃に

見ていくと団体の活動や運営に関して，棺談

を受けたり，助言を行ったりしているJ，r団体

の立ち上げを手伝っているJ，r団体同士のネッ

トワークをつくるために，団体を引き合わせた

り，交流できる機会をつくったりしているJ，rイ

-70一



表7.職員のNPOへの日頃の酪わり方の基軸(留子分析結果/N=141) 

z 第1国子!第2閤子!第3因子

団体へのn-::b; 団体からのi 交流 ! 掛 き か け 協 力 接 持

団体の活動や運営に関して、相談を受けたり、助蓄を行ったりしている。 I0.685 I 0、490 I 0.043 
毘体の立ち上げを手伍っている。 I0.672 I 0.292 I 0.137 
団体同士のネットワークをつくるために、お互いの団体を引き合わせたり、交

0.667 0.366 I -0.055 流できる機会をつくったりしている。 I V.VV' I V.VVV  I 

館(諜)のイベントを行う際に、その実行委員会に入ってもらえるように、多くのI"r::"l' I n. A'" I 
I 0.571 I 0.140 0幽500E体に誘いをかけている。 I V.V' ， I v. ，..，v I 

揺の施設利用や管理・運堂に関する話し合いに参加してもらえるよう、多くの I^ .nf' I n ，，~. I 
0.486 0.031 0.410 E体に積撞的に声をかけている。

自体が主催する講座や講演会で、あなた自身が講師になることがある。 I0.414 I 0.186 I 0.291 
自体に対して事業費捕助のための申請の手続きの手伝いをしている。 I0.345 I 0.155 I 0.097 
あなた自身と団体との間で、お互いの事業や活動に関する情報の交換を行っI^ ~". I n "n. I 

I 0.364 0.684 I 0.094 ている。

向か囲ったことがあるときに相談できる団体のメンバーがいる。 I 0.183 0.663 0.337 

あなたが担当している事業や講鹿の内容を企題するときに、団体に相談した I ........nn I ̂".n I 
0.080 0.619 0.395 り協力してもらっ7こりしている。

鴎体の活動や運営の力量が向上できるように、団体に対して積極的に、研修
0.457 0.593 0.105 の情報を伝えたり、団体のために研修機会をつくったりしている。 I ~..，v ， I ~V~V I 

雑設など、日ごろから気軽に毘体のメンバーに話しかけている。 I0.278 I 0.541 I 0.147 
団体からあなたに、共催事業の企画を提案・相談されることがある。 I0.256 I 0.461 I 0.156 
あなたが担当している事業や講座などを行うときに、団体のメンバーに講師や" n̂ "" I ....， rn I 

0.065 0.158 0.669 指導者になってもらっている。

雑用などちょっとした仕事を手伝ってもらう。 I0.080 I 0.196 I 0.419 
寄与率(%) 18.4 18.3 10.0 

注)主毘子法/パリマックス回転

ベントを行う擦に実行委員会に入ってもらえる

よう多くの団体を誘うJなどの項目から構成さ

れている。これらは，団体活動の支援を行った

り，多くのNPOと関わりを持とうとしたりと，

日頃から，職員がNPOに積極的な働きかけを

行っていることを表しているといえる。

第 2の基軸は， r交流jとし 1う関わり方である。

第 2の基軸をみてし 1くと，職員が団体のメンバ

ーとの間で，雑談などをしながら，情報を交換

したり，相談し合ったりと， s常的に， NPO 

と交流していることを示す項目が並んでいる。

具体的には団体との間でお互いの事業や活動

に関する情報交換を行っているJ，r図ったとき

に相談できる団体のメンバーがし、るJ，r事業や

講座の内容を企画するときに，極体に相談した

り，協力してもらったりしているJなどの項呂

から構成されている。

第 3の基軸は， r自体からの協力獲得」としづ

関わり、方である。医子負祷量の高い項目は事

業や講座を行うときに，講師や指導者になって

もらう Jと「雑用などちょっとした仕事を手伝

ってもらう」といった項目であり， J隊員が日常

的に団体から協力を受けるような関わり方があ

ることを示しているといえる。

以上のように，職員によるNPOとの日頃の

関わり合いは， 3つに基軸に整理された。職員

はNPOに対して，様々なNPOと関わりをも

っために， r団体への働きかけ」を積極的に行う

関わり方， NPOメンバーとの相談をし合うと

いうように， NPOと f交流Jしてし 1く関わり

方，自らの業務の必要に応じて「回体からの協

力獲得」できる関わり方，の 3つの関わり方を

日頃からしていることがわかった。そして，こ

のような呂常的な関わり方を基にして，職員は

共催事業を実際に進めていくと考えられる。

4. r相互理解を重複する職員の構えj を規

定するもの

上記のように，共催事業を進める際に職員の

構えに関連していると考える共催事業の効果に

対する職員の考えと，職員のNPOとの日常的

な関わり合いをとりあげ，それぞれ，どのよう
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な考え方と関わり方があるのかを明らかにして

きた。このことを基にして，どのような職員一

共催事業の効果に対してどのような考え方を持

っているか，あるいは日常的にNPOとどのよ

うな関わり方をしているかーが，共催事業を進

める際に棺互理解を重視していくことになるの

かを採ることにする。

なお，付言しておけば，共催事業を進める際

の職員の構えのうち， NPOとの相互理解を重

視する構えを取り上げるのは，先にも述べたよ

うに，共催事業において，職員がNPOとの相

互理解を重視していくことが新たな関係の在り

方を築く契機になると考えるためである。すな

わち，共催事業を進める際のそうした構えが，

社会教育行政機関と NPOとの間に，相互理解

と信頼に基づく対等な関係を築いていく契機に

なると考えるためである。

ここでは，相互理解を重視する職員の構えを

従属変数(被説明変数)とし，それを規定して

いると考えられる要因を独立変数(説明変数)

とする重回帰分析を行うことにした。分析で取

り上げた従属変数は，先の rNPOとの共催事

業を進める際の職員の心がけj の因子分析の結

果にある第 1の基軸 cr相互理解を重視する構

えJ)を構成している 6つの質問項自に対する密

答(とてもあてはまる=4，まああてはまる 2

3，あまりあてはならない=2，まったくあて

はならない 1，までの4段階)を単純に加算

して合成変数を作成したものである。この先の

分析では，この合成変数を共催事業を進める

際の， NPOとの相互理解を重視する職員の構

えj の積極性を示す従属変数として使用する。

独立変数については 3つのモデルを構成した。

まず，職員の属性・職場におけるポジションに

着目したモデルを構成した(図 1/モデ、ル 1)。

社会教育の場合，職員の勤務先により，職員の

職務が大きく異なるため， NPOとの共催事業

の進め方も異なってくると考えられる。また，

社会教育行政機関での勤務経験が長くなること

で，共催事業に取り組む構えが変わってくると

も考えられる。そこで，職場における職員のポ

ジションに関する変数を設定した。また，職員

の年齢や性別といった基本属性も影響すること

が考えられるので，変数として設定した。次に，

モデル1

独立変数(説明変数)

<職員の属性及び職場におけるポジション>
.性]]IJ

-年齢
.勤続年数

・管理的な職務の有無
.勤務先

従属変数

<共催事業を進める際の，

一一+1NPOとの相互理解を重視する職員の構え>

モデル2
独立変数(説明変数)

<職員の属性及び職場におけるポジション>

+ 
<共催事業の効巣に対する職員の考え方の基軸>I ~ I従属変数
・エン1¥ワーメント効果 ~I<共催事業を進める際の，
・サービス向上の効果 NPOとの梧互理解を重視する職員の構え>

・経費の削減効果 ー

モデル3

独立変数(説明変数)

<職員の購性及び職場におけるポジション>

十

|<共催事業の効果に対する職員の考え方の基軸>1
+ 

<職員のNPOへの日嘆の関わり方の基軸>

.団体への働きかけ

-交流
・自体からの協力獲得

臨1.r共催事業を進める療の.NPOとの相互理解を重視する職員の構えjの規定担分析のモデル

一一一令i従高変数
<共催事業を進める障害の.

NPOとの棺互理解を重視する職員の構え>

q
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共催事業の効果に対する考え方を含み込んだモ

デノレ(関図/モデノレ2) と，それにNPOとの

毘頃の関わり方を加えたそデ、ノレ(向図/モデ、ル

3) を構成した。このようなモデ、ノレの構成を行

ったのは，共催事業の効果に対してどのような

考え方をしている職員が，共催事業を進める際

に相互理解を重視していくのかを明らかにする

ためである。モデル3については，職員の属性

や職場におけるポジション 共催事業の効果に

対する考え方に加え， 日頃，どのようなNPO

への関わり方をしている職員が， NPOとの相

互理解を重視しながら共催事業を実施していく

のかを明らかにするためである。

それぞれのモデ、ノレに設定した変数は以下の通

りである。

くモデル 1 属性・ポジション>

-性別(ダミー:男性=1) 

-年齢 (20代ニ1， 30代=2， 40代=3， 50 

代ニ 4，60代以上=5) 

-勤続年数(実数)

・管理的な職務(ダミー:館長・課長・主幹・

係長=1)

・勤務先(教育委員会ダミー:教育委員会=1)

・勤務先(公民館ダミー:公民館=1) 

くモデル2:属性・ポジション十共催事業の効

果に対する職員の考え方〉

・モデ、ノレ 1における投入変数

「共催事業の効果に対する職員の考え」に関す

る因子分析で析出された 3つの因子を投入変数

として用いた。

・「エンパワーメント効果パ

・「サービス向上の効果J ?-因子得点を変

. r経費の削減効果 数として使用

くモデル 3 :属性・ポジション十委託事業の効

果に対する職員の考え方十職員と NPOとの日

常的な関わり方の基軸>

・モデ、ル 2における投入変数

rNPOとの日常的な関わり合しリに関する因

子分析で析出された 3つの因子を投入変数とし

て用いた。

・「団体への働きかけ

. r交流~因子得点を変数

・「団体からの協力獲得JI として使用

各モデノレで、設定した独立変数を用い，重回帰

分析を行った結果は次の通りである(表8)。

モデル 1 モデノレの説明力を示す数値(修正済

R2乗値)は，わずか O.036でしかなく，

縞回婦係数が有意に大きい変数も見られ

なかった。すなわち，共催事業を進める

際の， r相互理解を重視する職員の構えj

を規定する要因として，職員の属性や職

場におけるポジションはほとんど鶴連が

見られないことが示唆される。

モデ‘ル 2:モデノレの説明力を示す数値(修正済

R2乗値)が 0.226に上昇しており，共催

事業の効果に対する職員の考え方が相互

理解を重視するi隊員の構えを規定してい

ることが窺えた。なかでも， rコニンパワー

メント効果J(0.278) の{稲田帰係数が統

計的に有意に大きく，この変数が「相互

理解を重視する職員の構えj を規定する

ものであるとみなしうる O すなわち，共

催事業が職員と NPOの両者にエンパワ

ーメントをもたらすという考え方を持つ

職員は，共催事業を進める際に， NPO 

との対話と棺互理解を藍携していくと推

察される。またエンパワーメント効果J

ほど， t話回帰係数が大きくないが，共催

事業が[サービスの向上」につながると

いう考え方をしている職員もまた，相互

理解を重視して，共催事業を進めていく

傾向がみられる。

なお，このモデルでは， r勤務年数」の

偏回帰係数が 0.246と統計的に有意な結

果がでており，このことは，勤務年数が

長い職員ほど，共催事業を進める際に，

NPOとの相互理解を重視していくとい

うことを示しているο

モデル3:モデル2よりも，モデ‘ルの説明力を

示す数値(修正済 R2乗値)が上昇してい

る。このことは，職員と NPOとの日常

的な関わり合いが「共催事業を進める際

の) NPOとの相互理解を重視する職員

の構え」を規定する要因として重要であ

ることを示している。このなかでも， r回

q
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表B.r共催事業を進める擦の、 NPOとの揺互理解を重捜する職員の構えjの規定国

モデル1 モデル2 モデル3

(N=125) (N=117) (N=111) 

標準 撰準 標準
傭毘掃係数 嬬由帰係数 嬬由帰保数

性別ダミー(1::::男性) -0.139 -0.139 一0.129

年齢 -0.117 -0.039 -0.083 

職員の基本j議性及び 勤務年数 0.186 0.246 *キ 0.176 

職場のポジション 管理的な職務ダミー(1::::管理職者) 0.006 0.035 0.045 

勤務先ダミーけと教育委員会) 0.024 -0.052 -0.069 

勤務先ダミー(1::::公民舘) 0.197 0.104 0.023 

共催事業の効果に対す
ヱンパワーメント効果 0.278 ** 0.210 * 

る職員の考え方の基軸
サービス向上の効果 0.244 ** 0.116 

経費の削減効果 0.120 0.049 

職員のNPOへの日頃の
毘体への働きかけ 0.231 ** 

関わり方の基軸
交流 0.098 

団体からの協力獲得 0.306キ**

直主ル集計 修正済R2乗値 0.036 0.226 0.323 

*p<0.05 *ネp<O.Ol ネ*本p<O.OOl

体からの協力獲得J(0.306)や f団体へ

の働きかけJ(0.231)の 2つの変数にお

いて，偏屈帰係数が有意に大きくなって

し、る。 NPOから図ったときに気軽に協

力してもらえるような関わり方をしてい

る職員は， NPOとの相互理解を重視し

ながら共催事業を進めているといえる。

「団体からの協力獲得j という関わり方

をしている職員ほどではないが，団体活

動を支援し，幅広く団体と関わっている

職員もまた，共催事業を進める際に，相

互理解を重視しているようである。さら

に，モデル 2に比べ，偏回帰係数がやや

低くなるが， rエンパワーメント効果j

(0.210) も「相互理解を重視する職員の

構えJの規定力になっているといえる。

5. まとめ

社会教育行政機関と NPOとの新たな関係の

在り方を探るために，共催事業を取り上げ，共

催事業担当経験がある職員が実際にどのように

NPOと関わりながら共催事業を進めていたの

かを明らかにした。その上で，共催事業を通じ

て， NPOとの新たな関係を築くことにつなが

ると考えられる職員の構えを抽出した。その結

果，共催事業を進める際の職員の構えのうち，

NPOとの相互理解を重視する構えが，社会教

育行政機関と NPOとの問に，相互理解と信頼

に基づく対等な関係を築いていく契機になると

推察された。そこで，次に，どのような職員が

共催事業を進める際に相互理解を重視していく

のかを明らかにするために NPOへの日頃の

関わり方や共催事業の効果に関する考え方が職

員の構えに影響を与えているのかを検討した。

その結果，職員がNPOとの相互理解を重視し

ながら共催事業を進めるためには，次のような

日頃の関わり方や考え方をしていくことが重要

になることが窺えた。

ひとつは， 13頃から，職員自らの業務の必要

に応じて，団体から協力を受けられるほどに親

しく関わっていくことである。そのためには，

職員は，日々との業務の中で，地域に目を向け，

多くの団体とつながりがもてるよう，団体に積

極的に働きかけていくことも重要である。もう

ひとつは， NPOとの共催事業を行うことがエ

ンパワーメントにつながるという考え方である。

具体的に言えば，共催事業を行うことが，単に

サーヒ、、スの向上につながるだけではなく，地域

課題を解決するための力を，市民やNPOに加

え，職員自身も身につけていくことができると

いう考え方である。

つまり，上記のようなNPOとの関わり合い

や共催事業に対する考えを持つようになれば，

職員はNPOとの相互理解を重視しながら，共
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催事業を進めていくことができるようになると

いえよう。そして，職員が相互理解を重視しな

がら，共催事業を進めていくことを積み重ねる

ことで，社会教育行政機関と NPOとの関lこ，

相互理解と信頼を基づく対等な関係、が築かれて

いくであろう。社会教育行政機関と NPOとの

簡に，教え導く関係や依存した関係とは異なる

新たな関係を結んでいくことができると思われ

る。なお，付言すれば，そうした関係は，昨今，

社会教育行政機関と NPOとの望ましい関係の

在り方として推奨されているパートナーシップ

に該当すると思われる(山崎 2004，手打 2005)。

その意味でも，職員は，相互理解を重視して共

催事業に取り組むことが大切であろう。

今後の課題は，共催事業を進める上で必要と

される職員の資質・能力を検討していくことで

ある。本稿では，職員の資質・能力まで言及す

ることはできなかった。しかし共催事業に限

らず，活発化しているNPOとの事業連携を実

施するには，職員はこれまでとは異なる専門性

が必要とされてくると考えられる。その意味で

も， NPOとの相互理解を重視して共催事業を

進めていく際に，職員が求められる資質・能力

及びその形成を，職員の専門性の観点から明ら

かにしていくことが必要である。この点は今後

の課題としたい。

注

(1) r委託事業j とは，行政が担当すべき分野

の事業の一部を行政にはない特性をもっ第三

者に契約をもって委ねるとし 1う事業の形態で

ある。当該事業の最終的な責任と成果は委託

者である行政に帰属することになる。

(2)委託事業を通じて， NPOが社会教育行政

機関に依存していくこともある。 NPOは，

行政からの事業を受託することを通じて，活

動していく上で，行政から様々な援助，ある

いは制約を受けることがある。それにより，

NPOは自らの活動基盤を脆弱化させ，行政

に依存していくことにもなりうる(川村

2006) 0 

なお，委託事業を通して，社会教育行政機

関と NPOとの関係の在り方を探っている論

文には，揺嶋 (2003)の論文がある。福嶋は，

大阪府箕面市と池田市における社会教育施設

のNPOへの委託事例を取り上げ， NPOへ

の事業委託の意義を明らかにし，その上で，

社会教育行政機関がNPOとどのような関係

を築いていく必要があるのかを論じている。

(3) r共催事業Jとは，それぞれが主催者とな

って共同でひとつの事業を行う事業の形態で

ある。事業の実施責任や成果は事業を担当す

る行政と NPOそれぞれの主体が共有する。

行政の担当部署やNPOなどが実行委員会を

組織して，そこが主催者となってひとつの事

業を行う場合も「共催事業Jに含められる。

(4)この調査データは，著者が関わっている「行

政と NPOとのパートナーシッ7"研究会J(代

表:筑波大学教授 手打明敏)が実施した f社

会教育行政における委託・共催事業に関する

調査j の一部を，許可を得て使用している。

(5) 館長，課長，課長相当にあたる主幹，係長

を「管理的なJl'iikJとし，司書，学芸員を「専門

的な職J.主任，一般職，非常勤などを「それ

以外Jと分類した。
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AStudy oftheAdministrative Staff'sAttitude toward Collaborative Works between 
so仕alEducational Administrations and NPOs 

Me巳ullIWATANABE 

This paper is a study of the social educational administrative staff's attitude toward collaborating 

on works with non.pro島 organizations(NPOs). It is this paper's purpose to clari今howthe staffs 

think of collaborating on works with NPOs and are usually related to NPO members， and ωconsider 

how the thinking or the usual relation makes the sta宜'sattitude in collaborating with NPOs. 1 

examine these subjects based on a questionn如、eof 141 administrative staff詰whohave ever 

collaborated on works with NPOs. 

In this papeζfirst it自民dicatedthat the sta品 whohave ever∞llaborated on works with NPOs 

attach importance to understanding each other or to reckoning upon NPO's ability. The staff's attitude 

of attaching importance to understanding each other in collaborating on works with NPOs is possible 

to construct a new partnership with the social educational administration and NPOs. 

Second， it is pointed out that the staff詰whoare usually given supports from NPO's member and 

think that collaborating on works with NPOs makes both the staff's seぜandNPO members cultivate 

competence have the attitude 加 attachinlportance to understanding each other. 
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